
一般会計

109,813,158 千円

111,371,244 千円

-1,558,086 千円

98.6             ％

高知県県債管理特別会計

91,032,913 千円

88,275,595 千円

2,757,318 千円

103.1           ％

高知県土地取得事業特別会計

6,750 千円

3,641 千円

3,109 千円

185.4           ％

平 成 ２０年 度 予 算 見 積 額

平 成 １９年 度 当 初 予 算 額

差 引 増 減 額

対 前 年 度 比 率

（注）上記には人件費は含まない。

平成２０年度　総務部予算見積総括表

平 成 ２０年 度 予 算 見 積 額

平 成 １９年 度 当 初 予 算 額

差 引 増 減 額

平 成 ２０年 度 予 算 見 積 額

平 成 １９年 度 当 初 予 算 額

差 引 増 減 額

対 前 年 度 比 率

対 前 年 度 比 率
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平成 20年度総務部の施策体系（主要事業） 

～県行政改革プランの推進～ 

 

１．県民の目線に立った行政の確立  

（１）職員の意識と仕事の進め方の改革 
   ・経営品質の向上           経営品質向上への取り組みの推進 （人   事    課） 
 
（２）県政への県民参加の促進 
   ・県民との情報共有の推進       広報活動の推進         （県 政 情 報 課） 
    県民参加の仕組みづくり       広聴活動の推進         （     〃   ） 
                         県政の意思決定過程からの県民参加の推進 
                         県民世論調査の実施        
                         
（３）公正で透明な県政運営の推進     

①情報公開の徹底                     情報公開制度の推進        （県 政 情 報 課） 
②職務に関する働きかけの公表         公表の徹底            （   〃   ） 
③個人情報の保護                     個人情報保護の徹底        （   〃   ） 

 

２．民間等との協働の推進  

（１）業務改革の推進 
   ・アウトソーシングの全庁的な推進  さらなるアウトソーシングの推進  （業務改革推進室） 
                        全庁に共通する業務のアウトソーシング 
                        地域版アウトソーシングの推進 
（２）公社等外郭団体の改革 
   ・公社等の改革の着実な促進      計画に基づく取り組みの実施   （行 政 管 理 課） 
 

３．スリムで元気な体制づくり  

（１）組織・定数のスリム化の推進                       （行 政 管 理 課） 
 
（２）給与制度の見直し                           （   〃   ） 
 
（３）職員の意欲と能力を引き出す仕組みづくり 
   ①人事制度の改革           新しい人事制度の推進      （人 事 課） 
   ②身体と心の健康づくり        生活習慣病の予防推進      （職 員 厚 生 課) 
                      心の健康づくりの推進      （   〃   ） 
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４．財政健全化に向けた取り組み  

（１）事務事業の見直しなど経費の抑制 
   ①義務的経費の抑制         人件費の抑制や公債費負担の平準化等（財  政  課） 
   ②事務事業の抜本的な見直し                      （   〃   ） 
 
（２）歳入確保に向けた取り組み 
   ①県税収入の確保          課税の適正化、徴収対策の徹底   （税  務  課） 
                     納税者サービスの充実 
                             
   ②遊休財産の処分と有効活用     遊休財産処分等の推進       （管  財  課） 
 

５．その他  

（１）庁舎対策 
   ・南海地震対策           本庁舎等耐震改修工事の設計     （管  財  課） 
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平成 20 年度総務部主要事業の概要 
                                     （平成 19年度当初予算額 → 平成20年度当初予算額）     

                                     （※印の事業：事業費予算を伴わない取り組み） 

１．県民の目線に立った行政の確立  

 
（１）職員の意識と仕事の進め方の改革 
 ・経営品質の向上 

 ○経営品質向上推進費                         （2,238 → 1,900） 
     行政を取り巻く環境の変化や住民ニーズに的確に対応するため、組織の状態や仕事の進め方

を自己点検し、県庁自らが変革し続ける体質を作り上げる仕組みとして、「経営品質」向上に取
り組んでいきます。 

 
（２）県政への県民参加の促進 
 ・県民との情報共有の推進、県民参加の仕組みづくり 
  ○広報活動費                           （138,838 → 156,462） 
     県広報紙「さんＳＵＮ高知」や新聞、テレビ、ラジオ、インターネットなどを活用して幅広

い広報を行い、県民へのタイムリーな情報提供に努めます。 
 

    うち、アウトソーシング推進関連広報紙編集等委託料         (6,383 → 7,587） 
     民間の知恵やノウハウを活かした広報紙づくりを行うため、「さんＳＵＮ高知」の編集やデザ 

インレイアウト、別冊県外版の製作などをアウトソーシングします。 
 

  ○広聴活動費                            （17,795 → 39,337） 
     「知事への手紙」や「県へのご意見、ご提案」制度などを活用し、県民から広く意見をいた

だき、県政に反映させていきます。 
     県民参加の仕組みづくりとしては、県政の意思決定の過程に県民が参加する機会を設け、公

正で透明性のある県政の運営を推進します。 
また、県民のニーズ・意識等を把握し、県政運営の基礎資料とするため、県民世論調査を引

き続き実施します。 
 

うち、アウトソーシング推進関連県民室受付案内業務等委託料     (8,058 → 31,475）     

県民室受付案内業務等をアウトソーシングすることにより、民間の発想とノウハウを活かし 
た効率的な運用を図るとともに、県民サービスの向上を目指します。 

 
（３）公正で透明な県政運営の推進              
 ①情報公開の徹底                       
 ○情報公開推進費                           （2,196 → 2,196） 

     「原則開示」の情報公開制度を適正に運用し、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県民
参加による公正で開かれた県政の一層の推進を図ります。 
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②職務に関する働きかけの公表  ※                                         
     公正で透明な県政を運営するために、「職務に関する働きかけについての取扱要領」に基づい

て、働きかけ記録票への記録の徹底や公表を行います。 
③個人情報の保護                                                      
 ○情報公開推進費                         （再掲  2,196 → 2,196） 

     個人情報保護制度を適正に運用することにより、基本的人権を擁護し、公正で民主的な県政
を推進します。 

 

２．民間等との協働の推進  

（１）業務改革の推進 
 ①アウトソーシングの全庁的な推進  
  ○業務改革推進事業費                        （46,731 → 9,132） 

     民間のノウハウを県庁業務に取り入れながら、仕事の進め方を改革するアウトソーシングの
さらなる推進を図ります。そのため、全庁に共通する業務を集約化してアウトソーシングする

手法で計画的に実施していくとともに、テレワークを活用した地域向けのアウトソーシングを 
    拡充して、県民サービスの質の向上や、地域の雇用の場の拡大などにつなげていきます。 

 
（２）公社等外郭団体の改革 ※ 
 ・公社等の改革の着実な促進 
     改革の基本方針「公社等外郭団体の改革について」に基づき、各団体ごとに策定している改

革実施計画に沿って、団体の見直しや経営改善の取り組みを進めます。 
 

３．スリムで元気な体制づくり  

（１）組織・定数のスリム化の推進 ※  
     厳しい財政状況の中、高知県行政改革プランに基づき、平成２２年４月までに知事部局を 
    ３，４００人体制としたうえで、さらに平成２６年４月には３，０００人体制にすることを目

標に、組織人員のスリム化を進めていきます。 
     あわせて、県民から見たわかりやすさ、職員にとっての仕事のしやすさなどにも配慮して、

県行政の仕組みが効率的で体系的に機能するよう、引き続き組織機構の見直しを行います。 
 
（２）給与制度の見直し ※ 
     給与制度上の観点からだけではなく、県民の理解が得られるかといった視点から見直してい

きます。 
 
（３）職員の意欲と能力を引き出す仕組みづくり 
 ①人事制度の改革  

○総合人事マネジメント推進費                     （8,605 → 5,693） 

     人事考課の考課者研修や、職員の目標設定に関する研修を実施し、人材の育成並びに職員の
意欲と能力を引き出すための人事制度の定着と公正性の確保に努めます。 
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 ②身体と心の健康づくり 
○健康づくり事業費                          （2,392 → 2,381） 

     職員の身体と心の健康づくりを推進するために、生活習慣病を予防するための健康教育及び

保健指導を実施するとともに、所属長や班長・チーフの職場のマネジメント能力及び職員のス
トレス対処能力の向上を図る研修や所属支援を行い、健康的な職場環境の整備に努めます。 

 

４．財政健全化に向けた取り組み  

（１）事務事業の見直しなど経費の抑制 ※ 
 ①義務的経費の抑制   
      アウトソーシングの取り組みを積極的に推進することを通じて、職員定数のさらなる削減に

取り組み、人件費の総額を抑制します。また、県債の発行抑制や元利償還期間を見直すことな
どにより、義務的経費の抑制に努め、健全な財政運営を目指します。   

 ②事務事業の抜本的な見直し  
     危機的な財政状況を踏まえ、すべての事業をゼロベースに立ち返って見直します。 
 
（２）歳入確保に向けた取り組み  
 ①県税収入の確保  

○課税の適正化 ※  
     適性かつ公平な課税を実現するため、計画的に課税調査を行い、県税収入の確保に努めます。 

〇徴収対策の徹底 ※ 
徴収体制の強化や滞納処分の早期実施などによって未収金の縮減を図ります。また、市町村

と協働して県民税の徴収対策に力を入れていきます。 
  〇新 自動車税システムコンビニ収納対応改修等委託料          （ 0 → 11,190） 
     ２４時間、土・日にも利用可能なコンビニエンスストアで、平成２１年度から自動車税の収

納ができるよう、環境整備を行い、納税者サービスの充実に取り組みます。 

 
②遊休財産の処分と有効活用※  

     遊休財産処分計画に基づき、職員住宅を含めた県有財産の積極的な売却に取り組むほか、関
係部局と連携し、新たな物件の洗い出しを行い、可能な限り多くの遊休財産の処分と有効活用

を図ります。 

５．その他  

（１）庁舎対策 
 ・南海地震対策 

 ○本庁舎等耐震改修設計委託料                             （46,797 → 87,799）  
     南海地震発生時に、利用者の安全確保だけでなく、応急復旧対策の拠点となる本庁舎等の耐

震改修工事の設計を委託します。 
 
 （注）※の事業は、事業費としての予算を伴わず、主に人件費など（人と知恵）で実施していく取り

組みである。 
 


